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1.1 適用範 囲

この仕様書 は、航 空 自衛 隊松 島基地 (以 下 「官側 」 とい う。)食 堂 にお い て実施す る

食器洗浄及 び清掃作業部外委託 について適 用す る。

1.2 用語 の定義

この仕様 書 で使用す る用語 の定義 は、次 に定 める ところに よる。

a)契 約担 当官

食器洗浄及 び清掃 作業 の部外委託 に係 わ る契約 を締結す る者

b〉 検査官

契約担 当官 の任命 を受 けて、契約担 当官補助者 と して食器洗浄及 び清掃作 業 の部外委

託 に係 わ る契約履行 の適否 の検査 を行 う者

c)契 約相手方

食器洗浄及 び清掃作業 の部外委託契約 を請 け負 う者

d)現 場責任者

作業現場 におけ る一切の責任 を有 し、作業従事者等 の管理 、技術指導 、官側 との交渉

等 に従事す る者

e)作 業従事者

この役務 に直接従 事す る者

なお 、現場責任者 が作業従事者 を兼 ね るこ とは可能

1_3 本委託業務の概 要

官側 の施設 、器材 を使用 して、食器・配食缶類 の洗浄 、食堂 (事 務室、厨房 及 び糧食倉

庫 を除 く。)の 清掃 及 び これ らに付随す る作業。

基地 において、洗浄す る食器 ・配食 缶類 の標 準的 な種類及び数量 は表 1の とお りであ

るが、災害等 の不測 事態 、訓練等 に よ り食数 の増減 、喫食時間の変更 をす る場 合 があ り、

契約相手方 は官側 との調整 によ り柔軟 に対応す るもの とす る。

2 役務 に関す る要求

2.1 履行場所

航空 自衛 隊松 島基 地 (細 部 は別 図第 1の とお り)

2.2 作業の条件

2.2.1 契約相手方の作業条件

契約相 手方の作業条件 は、次に よる。

a〉  日々の作業 にお いて、現場責任者 を 1名 配置す るもの とし、官側 が示す予 定喫食者数

等 に応 じ,別紙第 1「 令和 5年 度 にお け る食数 予定及 び作業 に必要 な従事者 数 の参考値」

及 び別紙第 2「 松 島基 地隊員食 堂にお ける食器 洗浄人員 の配置」 を基準 として、作業従

事者等 を適切 に配置す るもの とす る。

b)作 業従事者等 につ いては、身元保証 が確実 な こ とを確認 した うえで配置す る ととも

に、事故防止、秘密保全その他 関係 法令 な どを厳守す るもの とす る。

性 質 に よ る 分 類



食 器 洗 浄 及 び清 掃 作 業 部 外 委 託件  名

c)契 約相 手方 の経費負担 は 、別紙 第 3「 (食 器洗浄 及 び清掃作業業務 )年 間 を通 じて必

要 と認 める消耗 品の リス ト (基 準 )」 に よるものの ほか、受託者 は、作業 に必要 な消耗

品等 は業務 の契約期 間 中不足 がないよ う準備す る もの とす る。

d):器材 な どの使用 に 当たっては、次の事項 を遵守す る もの とす る。

1)安 全 に万全 を期す。

2)作 業従事者 等 自 らが器材 を使 用 して負傷 した場 合 は契約相 手方 の責任 と費用負 担

において処置 をす る もの とす る。

3)使 用前 の安全 点検 、使用後 の点検・手入れ によつて、器材 の故障 を未然 に防止す る。

なお、施設及 び器 材 の維持 、修理は原則 と して官側 の負担 とす る。

e)本 役務 の実施 に伴 い、故意又 は過失 に よつて施設 又 は器材 に損害 を与 えた場合 は、速

や かに検査官 に報告 す る とともに、契約相 手方 の責任 にお いて速や か に現状 に復 旧す る

もの とす る。

f)使 用す る施設及 び器材 は、本 業務以外 に使 用 して はな らない。

2.2.2作 業従事者等 の服 務

作業従事者等 の松 島基地 内にお ける一般 的な遵守事項 は、隊員 に準ず るもの とす る。

2.2.3作 業従事者等 の作 業条件

作業従事者 等 の作 業条件 は、次 による。

a)成 年被後 見人 又 は被 補佐 人

b)禁 錮以上の刑 に処せ られ 、その執行 を終わ るまで、 また は執行 を受 けるこ とがな くな

るまでの者

c)法 令 の規定 に よる懲 戒免職 の処分 を受 け、当該処分 の 日か ら 2年 を経過 していない者

d)日 本 国憲法 又 はそ の下 に成 立 した政府 を暴力 で破 壊 す る ことを主張す る政 党 そ の他

の団体 を結成 し、又 は これ に加入 した者

e)現 場責任者及び作業従事者等 は、勤務時間 中、所在 を明確 にす る。

2.3 作業の内容

2_3.1 食器・ 配食缶類 の洗浄及び これ に付随す る作業

a)配 食前、食器 消毒保 管庫 か ら食器類 を必要数配食 台 に配置す る。

b)喫 食後 の食器類 を食器洗浄機 、洗剤 を使用 して洗浄 し、食器 か ごに分類・ 整理 して収

納 の上、指定 の場所 に格納す る。 この際、食器 か ご及 び食器 消毒保 管庫 の保 管器材 が汚

れ てい る場合 は洗浄・ 手入れす る。

c)配 食後 の配食缶類 を水槽 、洗剤 を使用 して洗浄 し、指 定の場所 に格納す る。 この際 、

保管棚 の保 管容器 が汚れ てい る場合 は洗浄 。手入 れす る。

d)食 器洗浄機 、水槽 、その他洗浄 に使用 した清掃器材・ 用具 は、使用後 に洗浄・ 手入れ

し、指定の場所 に格納す る。

e)作 業終了後 、食器 洗浄 室 を清掃す る。

2.3.2隊員食 堂 (事務 室 ,厨房及び糧食保管庫 を除 く。 )の 清掃及び これ に付随す る作業

a)喫 食終了後 、食卓備 付 品 を整理又は交換 し、食卓 ,椅子 、アク リル板 を雑 巾又は布 巾

を使用 して清掃す る。

b)喫 食終了後 、食 堂 の床 、 ドアを清掃器材・用具 を使 用 して清掃す る。特 に汚れ てい る

箇所 は、洗剤等 を使 用 し水洗いす る。

作業終了後 、清掃器材 ・用具 を手入れ し、指定 の場所 に格納す る。C

d

e

配食終了後、手洗室、下膳室、風除室を清掃 し、残飯室のゴミを回収処理する。

便所 は昼食後 に清掃す る。

2.4 作業量

a)洗 浄す る食器 ・配食缶類 の種類及び数量は、表 1を 基 準 とす る。



食器 洗浄及び清掃作業部外委託件  名

月 (令 和 4年 度平均値 )

1日 当た りの平均予定数量

休 日平 日

夕 食朝 食 昼 食

区 分

昼 食 夕 食朝 食
種  類

63個56個 70個393個 221個196個飯  わ  ん

63個56個393個 221個196個汁  わ  ん

70個 63個221個 56個393個196個菜皿又 は洋皿

63個56個393個196個ガヽ 皿

70個 63個221個 56個1961個 393個月ヽ 鉢

63個56個 70個393個 221個196個湯  の  み

70個 63個221個 56個196個盆

70個 63個221個 56個196個 393個

食
　
器
　
類

は し類

1個 2個 1個8個 5個4個食缶 (飯 用 )

1個1個 1個3個 2個2個食 缶 (汁 用 )

2個 3個 3個6個 4個3個食缶 (菜用 )

食
缶
類

数字 は平均であ り喫食人員 によ り増減す る。記注

表 1

b)各 食後 に清掃す る隊員食 堂・食器洗浄室 の面積及び食卓・椅子・食卓備付品・アク リ

ル板の数量は表 2を 基準 とす る。 (詳 細は、別図第 2～ 第 5の とお り。 )

表 2

区 分

面積 又は数量

平 日 休 日

朝食・ 夕食 昼 食 朝食 ・ 夕食 昼 食

隊 員 食 堂 664.3 nf 927.47ピ 581.26 nf

食 器 洗 浄 室 72ぽ 72ピ 72ピ 72ピ

食 卓 57個 73個 52個 52個

椅 子 161個 193個 1561個 156個

食 卓 備 付 品 4:1組 57組 36;但 36,1巳

ア ク リ ル 板 141枚 174枚 137枚

70個

221個 70個

393個

594.7 1lf

137枚



食 器 洗 浄 及 び 清 掃 作 業 部 外 委 託件  名

c)休 日等 とは、土曜 日、 日曜 日、祝 日及 び年末年始 (12月 29日 ～ 1月 3日 )及 び

ノー フ ライ ト期間 (4月 末～ 5月 上旬 、 8月 中旬、 12月 下旬 ～ 1月 上旬 を基準 とし

て 1週 間程 度 の予定)は休 日扱 い とす る。

d)基 地行事等 で土曜 日、 日曜 日、祝祭 日が通常 日課 の場合 は、平 日として扱 い、振替

日の 日を休養 日と して扱 う。

e)食 缶類 には トング、 しや も じ、お玉 も含 まれ る。

2.5 作業 開始 時刻及 び終 了時刻 は、表 3を 基準 とす る。

表 3

区 分
平 日 休 日等

開始時刻 終 了 時刻 開始 時刻 終了時刻

朝 食 作 業 05時 30分 8時 00分 7時 00分 8時 30分

10時 00分 13時 00分 11時 00分 13時 00分

14時 00分 16時 00分 14時 00分 16時 00分

夕食 作業 16時 30分 18時 15分 16時 30分 18時 00分

3 検査

a)各 食 の作業 が終了 した ときは、検査 官 か ら次の判定基準 に基づ き検査 を受 ける もの

とす る。

検査 の時期等 検査項 目 判 定 基 準

その 日の作業
開始時

実施態勢

献 立 、予定喫食者数及 び配置基準等 に基 づ き

業務 を履行す るに足 る作業従事者等 が確 保 さ

れ ていたか。

衛 生 管 理

作 業従事者 等 の健康 状態 の確認 、指導及 び記

録等 の衛生管理態勢 は確 立 され ていたか。

業務 に必要 な保健衛 生用 消耗 品 の準備状 況 、

作業従事者 等 の個 人用被服等身 だ しなみ は良

好 だ っ たか。

朝 ・昼・ 夕各

食 の食器洗 浄
作業時

食 器 ,食 缶 類 の

洗浄状況

官側 の指定 した要領 に基 づ き、食器 、配食缶類
の洗浄 。手入れ を行 ったか。

指定 した数 量の食器 、食缶類 を、時間内に洗浄
したか。

朝

食
時

・昼 ・夕各
の清掃作業 清掃状況

官側の指定 した要領に基づき、食器洗浄室、食

卓、椅子及び食卓備付品の清掃を行ったか。

その 日の作業

終 了時

清 掃 器 材 ・用 具

の洗浄状況等

官側 の指定 した要領・頻度 に基づ き、器具 の洗

浄・ 清掃・格納がな され ていたか。

器 具 の員数 は不足 していなか ったか。

検 査 において不合格 となった場合 は、速や か に是正 し、再検査 を受 けるもの とす る。

検査 の記録 は、別表 の様式 に よるもの とす る。

その他 の指示

1 衛生 に関す る事項

衛 生 に関す る事項 は、次 に よる。

契約相手方は、厚生労働省 の 「大 量調理施設衛生管理 マニ ュアル (以 下 , ``マ ニ ュア

ｈ
ψ
　

Ｃ
　
■
■
　
■
■

a)

昼食作業



件  名 食 器 洗 浄 及 び 清 掃 作 業 部 外 委 託

ル ''と い う。 )」 に定 め る調理従事者 の衛 生管理 に基づ き、作業従事者 等 の衛 生管理 を行
うもの とす る。

b)作 業従事者等 に係 わ る食 中毒 な どが発 生 し、損害賠償 が求 め られ るな ど官側 が損害 を
被 った場合 には契約相手方が官側 に対 し損害賠償 の責任 を負 う。

c)契 約 相 手方は、官側 がマニ ュアル別 紙 に示す作業従業者 な どの衛 生管理点検表 の点検
項 目に不備 を確認 し、不適格 と指示 した者 は,就 業 させ てはな らない。

d)作 業従 事者等 の、新型 コロナ ウイル ス及び ノ ロウイル ス を含 む感 染症罹患か らの復帰
に関 しては、感染症 の予防及 び感染 症 の患者 に対す る医療 に関す る法律 (平 成 10年 法
律第 114号 )及 び感 染症 の予防及 び感 染症 の患者 に対す る医療 に関す る法律施行規則
(平成 10年 厚 生省令第 99号 )に 基 づ くとともに、官側 が食厨房 内に立 ち入 らせ るこ

とが適 当 と判断で きるよ う医師 の証 明 、診断結果 のわか るもの (診 断書等)を 提示、あ
るい は写 しを提 出 させ るもの と し、必 要 な検査費用等 (診 断書の取得 費用 を含む。)は 、
契約相 手方 の負担 に よるもの とす る。

4.2 提出書 類

契約相 手方 が、官側 に提出す る書類 は、表 4の とお りとす る。

表 4-提 出書類 一覧

提 出書類名 提 出頻 度 提 出時期 備  考

作業従 事者等一覧 年 1回 契 約 完 了 後 業
務 開 始 の 7日
前 まで

提出後 、作業従事者等 に変 更
があれ ばその都 度提 出す る。

作 業 従 事 者 等 菌検
索結果

月 1回 以
上

毎 月 20日 ま
で (た だ し,受
話 年 度 4月 分
は 業 務 開 始 の
7日 前 まで )

1 菌検 索結果 には、腸管
~百

血 性 大 腸 菌 症 検 査 を含 め
る こ と。

2 10月 か ら 3月 に は ノ
ロ ウイ ル ス の検 査 を含 め
る こ と。

3 菌検 索 実 施 機 開発 行 の
結 果 〈写 し可 )を 提 出す る。

4 作 業 従 事 者 に変 更 が あ
れ ばその都度提 出す る。

作 業 従 事 者 等 勤務
割振表

(勤 務 予定表 )

月 1回

翌 月 分 を 前 月
25日 まで

1 契 約 年 度 4月 分 は業 務
開始 の 7日 前 まで

2 従 事者 の変 更 の都 度 提
出 し、官側 の確認 を受 ける
もの とす る。

作業完 了届 月 1回
当 月 分 を 翌 月
5日 まで

※ 提 出時期 に間 に合 わ ない こ とが予想 され た場合 、契約 相 手方 は速や か に官側 へ通知
し、今 後 の対応 について協議 す る もの とす る。

4.3 作業の完 了届

作業 の完 了届 は、官側 があ らか じめ定 める期 間の終了時 に官側 の定 める様式 「別紙第

4(作 業完 了届 )」 に よ り行 うもの とす る。

4.4 仕様書 に関す る事項

a)契 約相 手方は、この仕様書 に疑義 が生 じた場合 は、契約担 当官 と協議 す るもの とす る。

b)契 約相 手方は、本仕様書及 び図面 を複製及び他 の者 に閲覧 させ てはな らない。

c)契 約相 手方は、本役務 と関係 のない施設、 区域等へ は立 ち入 らない もの とす る。
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別図第 2

清掃場所

ｔ

ｏ
　
．
ヾ
ｏ
ｏ
主
０

u,7:

uS 7

Щ01

「

¬

Щ:

Ｅ
”
一
‘

「
―
―
―
―
―
コ

Ｅ

口
●

「
―
―
―
コ

Ｅ

い
●
一

Ｅ

”

Ｅ

Ｅ

Ｅ

一

一
]
」

「

ヨ
マ

Ｊ

´

一７

　

一

Ｉ
Ｌ

ュ

　

一

¨
，

　

¨

］
■

　

一

Ｌ
ｕ
」

ヒ_」

割

“

８

８

ヽ

　
　
日

諄
嗅
霊

一
一
Ｎ
‘
１
”
マ
．一
Ｘ
一
一
．一

冨
一
■
一
１
８

６
×
］
一
‘

Ｏ
Ｘ
Ｊ

≡

〓
一

一〓

三

日

‖‖‖
|:1111

Ш 6

tuO'

Ш 9

ヽヽ

、ヽ
‐′

α

ヽ
（
α
轟
ン
（
口
眸
）
駆
回
撃
喪

」

］
　

一

「



_ヽ』
□   房

&x 6*
0 63X0 03・ `,0.4624

綸調器X2基
0.43X O.46‐ ●216

給湯器X2=
0.43)く 0.45・・ 0. 216

清掃面積 (平 日)昼食

Ｅ

一

ｒ
ｌ
ｌ
」

ｅ
ｍ
一

E

Ｅ
● Ｅ

一

Ｅ
一
●
　
Ｅ
Ｎ
Ｎ

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

Ｅ
ト

Ｆ
Ｉ
Ｌ
Ｌ

~¬

lF
」

‐

Ｅ
”
〓

E L__」 L______|
3.5m   535m

｝枷
」
２ 2m 2nl 10.66m

16m 3m 26.5m Ⅷ
節
縮

剤

枷
己
国
冊

ω
Altszz.4Tnl

4m

「

~¬

~‐
1

1E
[‐
1●｀

'1~

」



別図第 4
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別表

検   査   書 (基準)

検  査

備  考

検査官印合 否

作業 日及び食区分

朝  食

昼  食

夕  食

月   日



令和5年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値 (令和4年実績値)【 1～ 6月 分】 別紙第1

月 区分
現場責任者

(人 )

作業員 作業員 1人 当た り

食数
A― B

最大菫
(交 )

晨′|ヽ 1“

(食 )

平均値

(食)A
,ス 人員
(人)B

1人 当たりのt業時
岡 (峙)C

総

「

茉崎岡

(時)CXB

1月

平 日 :量 ::

夕

215~~~442~¨
~~~~~277‐ ‐‐‐‐

145~~~‐ ~35T~~~~‐

‐ ‐ ‐ ― ―

niへ lr―
― ― ― ‐

乙υ 0

192‐~~~…
J3`~~~~~~~~~~253~~~~‐

1~‐ ~̈■

1

1~~~~~~‐

4‐

‐‐‐……
¨̈ ¨

鬱
‐

2h30~~3蘭
0~…

…
~~Ti45‐‐……

2h30‐
lИr
Ui30

192
97
119

計 _― _´ ´ ´ ~
´ ´ ´ ´ ― ´ ´ ´ ´ 千

休 日 :I量 1:

夕

71
78~~面 ~…

52
56
両

58
62~~~
52

1~~‐‐
■
~~~~~

~~~~■ ~~~‐ ~

1

2~~~‐ ~■ ~‐~……

lh30~~~‐ ~31T~~~~…

~~~~1130~~~…

lh30~‐‐
6H~~~~T爾o~

58~~~■~~~
~~~鬱 ~~~

計 ´ ´ ´ ´ ―
´ ´ ´ ´ ~

_´ ´ ´ ~ ４

， ´ ´ ´ ´ ―

2月

平 日 量:

夕

221
420
248

157
327
160

198~~382~…

204

1‐̈‐‐
■
‐‐~‐~

‐̈~■~‐‐…‐‐̈ ~‐

2‐
‐

2h30~‐‐‐
3130‐

‐…
~~~■

145~~…

2h
l`

“

10

圧
~~~~

「
o‐

‐~

198~~‐
0‐6~¨

¨

102
計 ´ ´ ´ ´ ~

´ ´ ´ ´ ~

休 日 ::繁 :

52~~π …~‐

61

47
59
57 1

1

1

1

2
~~~‐ ‐ ‐

I¨

‐ ‐
… …

lh30
~~~~Ti30~~~~

lh30‐‐~~~~6百 ~‐~~…

~~~~T13o~~…

48
32
雨

計 ´ ´ ´ ´ ―
´ ´ ´ ´ ~

´ ´ ´ ´ ―
´ ´ ´ ´ ~

3月

平 日 :]
220
421~~~~~253~~~~

151
368‐

‐……

T75~~~~

185‐
可師

~¨
~~力

4~¨
~

1

1
~~I

2h30‐̈‐
U=U6~‐

…
…~~~T145~~‐…‐̈‐‐

313o‐
~…

2h30~~~~~■ ~ガ
■
~~~~~・

■■n

185~弼~

102
計 ´ ´ ´ ´ ~

―

´ ´

―

´ ´ ´ ´ ―

休 日 :贄 ::

夕

52‐
3И

~~

~面~
52
57
42

52
64
54

1

1

1

1~‐¨̈
2‐

‐̈…
~~~~~~■ ‐~~‐……

lh30~~~~~bI~~……
~~T師

0…
…

lh30~~~61‐ ~~~…

~lhUo~…
52~3‐
2~

54
計 ´ ´ ´ ´ ―

´ ´ ´ ´ ―

―

４

， ´

―

9h

4月

平 日
響―
_`■‐_

夕

215
441~~~~~263~~~~‐

177~~悦
7~~

172

194‐~‐……
576~~~‐

‐

222

1

1

1

1

4~2~

2h30~~~~3130~~~‐

~~~~■
146~‐

‐
2h30~~~~‐ 1~Fr~~~~~
14n

~~]前 ~~

計 ´

―

休 日

0
75
68

0
58
58

0
68
64

0
1

1

0
2
1

0―一¬r……
………

Ti30…
…

0~̈も
五
……

‐‐‐‐
■lUO~…

…

0‐~~M~~‐
‐‐‐‐‐‐‐

15i4‐

‐~~‐~‐

計 _´ ´ ´ ´ ―

―

´ ´ ´ ´ ~
´ ´ ´ ´ ―

5月

平 日 ::肇

222
428
246

164~¨
35U~¨
168

195
391
218

~丁……

1

1

1

4‐‐‐~‐~2‐ ~~‐‐…

2h30~~~~3130‐…
~~‐‐

fi45…
…

2h30‐‐‐‐‐■‐Fr‐ ‐‐‐‐・
■4n‐‐‐‐U130~

195
98
109

言|‐ ´ ´
´ ´ ―

´ ´ ´ ´ ~
)h

休 日

_馨 _

~夕 ~

60
……

蔓
… …

~~74~…
53~~雨 ~…

~~53~~~
57
68
62

1

1~~~~~■ ~~~~…

1

2
1

lh30
~~~~1‐

130‐
‐‐‐

lh30~‐‐
6五
~…

…~‐‐
■130‐

‐‐…

57~~~菫 ~~‐
¨̈ ~鹿 ~~‐

訓
‐

´ ´ ´
´ ―

―

´ ´ ´
´ ―

４

● ´ ´ ´ ´ ~
9h

6月

平 日

_]__

4●~ダ~

219
435
265

160
359
170

12

15

8

19
38
21

1 1

4~2
2h30
3130
1145‐

2h30―――――■―Fr― ――――.

■■n~~~~Ui30~~…

192
96
109

計 ´ ´ ´ ´ ´ ~
´ ´ ´ ´ ―

´ ´ ´ ´ ~

休 日

_馨 _

~ケ ~

0~~π ~~~

67

0
芭
57

0~~~65~~‐
~~面 ~…

0
1

1

0~‐‐~‐‐‐
,I‐

‐‐‐‐~.
‐‐‐‐‐‐

■
…̈…

0~~~証~~
‐一‐

riuo一
‐

0‐‐‐‐‐‐
6h~~~~………‐

T130‐
‐‐…

0
33
61

計 ´

―
―

朝 昼 夕

平 日平均 193 383 217

休 日平均 54 65 59

1～ 6月

匡≡≡三二正三 9h三3



令和 5年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値 (令和 4年実績値)【 7～ 12月 分】

作業員瑣 作業員 1人当た り

食撃
A― B

1人 当たりの作黎時
m(時)C

総件栞時間

(時)C-3

現場責任者
(人 )

作栞人員

く人)B
平均値

(食 )A
最大籠

(資 )

最小使
〈貪)

区分月

一〇４
一１

一１ 一４

2h30~~~~3130~~…
~~~~‐

ri45 ~…

1‐~¨
正
… …

…‐‐̈
■

~‐ ~~…

1~~~~~‐

4~~~¨
ワ

171~~“
I~¨~~~~‐‐

175~~~~‐

馨

夢

255…~48■ ~
‐~~″

T~
20h´ ´ ´ ´ ―

´ ´ ´
″

~

_―
平 日

56~~~勇 ~~~
‐~~π ~~~ｈ３０Ｆ面

１

一
　

一１

lh30~‐‐
6H~…

…
~~~‐

T135‐
‐…

~~葛 ~

74

56 ｌ
Ｉ

Ｉ

1

2‐
‐

■
~~

56~~65~…
~~6‐6~~

―暑¨
~,~

56~~り
f~~~36~

9h４

●

7月

~‐ ~‐~~■
lU‐

‐̈‐‐
212~~~~~~■
07~~~~~~

2h30‐̈‐
3130~~~…‐~~~Ti45‐‐‐…

2h30~~~~lИ
F~~…~~~~3130~‐ ~‐

212
428~~~~…
233‐

‐
1~~■~~

~~~~~■‐‐
1

4
2

223
454
280~~~~

184~~U67……
~~Tπ~…::3:

20h´ ´ ´ ´ ~
´ ´ ´ ´ ″ ~

平 日

lh30‐‐
61~~~~…

ri3σ
~…

57~~~~43
~…… 75~~~

1

1
~~~~~~I‐ ‐ ‐ ‐ ‐ .

1

2
1

lh30~~~~~~51~‐ ~~…

‐~~~1130~~~‐
52‐
65~
61

贄

多

71~TSU~~~~‐

130
9hａ

，

休 日

8月

199
99
112

2h30
~~~~Uil130~~~…

~~~~Ti45~~~~

2h30~~‐‐
lИF~~~………‐‐
3130~~~…

199
394
223

1~~~‐‐
■
‐‐‐‐̈

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1‐

‐ ‐ ‐ ‐・

1‐̈~~~И ~~~~~…

2

225‐‐~~~1「
8:J~~~~‐

268
348

~‐

f6U~~~‐

‐

165賢

ラ
20

´ ´
´ ´ ―

言十 ´ ´ ´ ´ ~

平 日

57
35
66

1

2‐

1

lh30~~∬ ¨
‐~~~1130‐

lh30~^~~~~611~~‐ ~‐

‐̈‐
1‐130~~…

63
60

56
69

…
66~

57 1

■
~~…

―r…
…

尋
なぢ

57~~7‐
6‐

71
４

，_´ ´ ´ ~
´ ´ ´ ´ ―

計

9月

休 日

202~~~~~~■
OT~~~~~~~~~~~T14~~~~~

2h30~~~313σ ~~…

――――
Tlてr―

――

2h30
¨
　

一＞

Ｉ

Ｘ̈

Ｗ

一

２０ ２

一４０ ５

″

1‐‐̈‐
■

~~‐…
………

■
~~……

1

4~~ワ
騨
ハ，

8
,7

231~~~~~41〕

~…%
_´ ´ ´ ~

20´ ´ ´
´ ~

計

平 日

53~~~38~~~
~~~“~~~75~~“ ~~‐

53 1

2
1

lh30

:3
53
12T~~~~‐

71

53‐~~6‐
5…

…
…~面~…

9h´ ´
´ ´ ― ４

●_´ ´ ´ ´ ~

10月

休 日

2h30~~~~Ui30~~~…
~~~~Ti45~~~…

194~~‐
95~~~
108

聾

設

２‐ ５

1
~~1

1

1

4‐~2‐‐‐‐‐̈:弥 : ~~Z丁 ~‐

301
~‐ ~~‐

452~~~~
168~~~~~32U~~~‐

~~~~~T73~~~~‐

´ ´ ´ ´ ~
20h_´ ´ ´ ´ 一

´ ´ ´ ´ ―

平 日

区分
食器滉浄及び配全缶

洸浄の作来人員

食機滉■スび配食鮨滉

浄の 1人 当た りの作業

峙輌

食器滉浄及び配食缶

浣0の総作莱峙問

1

2~̈■ ~~ ~~TiU6‐‐……

lh30~311~~ ~~~面~~
~~~~Ti30~~~~

lh30 67
36~鬱116‐

7:吊ラ
~‐ ~~~・

て)`

77 57~~∞ ~…

57

67
71
62

1

lh30 lh30
9h

休 日

11月

昼
′
４ lh30 6h

平

日
タ lh 2h
朝 lh lh

0
1

丁
‐…

111

188~~…

"~~~

]

]

188~jЁ
U

221

1

■
~~……

1

1

4
2

2h30‐~3i30……
…

~~1145~~~…

210
‐‐‐‐‐~′

´
^~~~~‐■Oυ

265平 日 休

日

34~~Ы
O~

5558
∞
68

~弱~…
‐
蘭
~…

51 ~~雨 ~

~~‐‐‐‐
1,1【 ,‐

55 １
■

■

1~~~~~2

1

~~■

撤

「

~

lh30‐‐‐~3,H~~~~
~~~~1130~~……

lh30~~~~~611~~~~…

´ ´ ´ ´ ~
´ ´ ´ ´ ~ ４

●

12月

休 日

口璽■■■■■

■雷■

― ― ― ―

口■■■■■■

■日

―

口璽■■■■■

■

― ― ―

■■■■■■■

― ―

口■■■■■■

― ―

■■口■■■口■■■■■■

―

口菫■■■■■

■団

― ―

口理■■■■■

■日 口■■■■■■

E調
□

―

|"■ ロロ■■■■■

駆 □ ■□困国■‖

…
‐ ■

― ― ―

ロロ■■■■■
國 |

■目■

― ―

■■口■■■■□■■■■■

7～ 12月 朝 昼 タ

平 日平均 200 402

休 日平均 58 74 67

合計平均 朝 昼 夕

平 日平均 196 393 221

休 日平均 56 70 63

休 日

225



松島基地食器洗浄室における食器洗浄人員の配置 (基準 )

主な任務等

0 現場責任者 (全般指示)、 洗浄が完了 した食器をカゴに入れ、食器消毒保管庫へ格納する。

輻)  シンクに溜まった食器等を食器洗浄機へ流し入れ、食器格納者が不在時には兼任する。
z飼口ヽ

量塑__」笙11三二二上埜壬望望空生三生仝れ、食器消毒保管庫へ格納する。

別紙第 2

下膳室

【平日・夕食時】

下膳室 下膳室

幹部
食堂

室浄洗口，■
Ｑ
者食

厨 房

⑩
　
鸞

合計 2人

【平日・昼食時】

下 室下膳室

シンク

①

Θ

食器洗浄室

幹部
食堂

食器洗浄機

食器消毒保管庫

①

の

厨房

4人エ
ー

〓
一
ロ〈

ロ

【休日・朝食/タ
平日・朝

下膳室 下膳室

幹部
食堂

食器洗浄室

厨房

①

′ヽ
=■

「
:口 |

1人

【休日・昼食時】

下膳室

幹部
食堂

食器洗浄室

厨 房

ヽ

―
り

′

ヽ
一ド」
ν

イ
■ヽ
ツ
ヽ

′
に
ヽ
、

e

合計

□

2人



別紙第 3

「 (食器洗浄及び清掃作業)年間を通じて必要となる消耗品のリス ト (基準)」

No 使用区分 品  名 備考

業者準備品 作業従事者個人用 マスク

業者準備品 作業従事者個人用 個人用被服 帽子・ユニホーム・エプロン・履物等

業者準備品 作業従事者個人用 使い捨て手袋

業者準備品 作業従事者個人用 爪ブラシ

業者準備品 食器洗浄用 スポンジたわし

業者準備品 食缶類全騰先剤 中性洗剤
SAMn製中性洗剤肝1∞0(同等品

・
つ

年間予定使用量10缶 (lヶ 20kg)

業者準備品 食器洗浄用 クレンザー

業者準備品 食器洗浄用 油用食器洗剤

業者準備品 食器洗浄用 除菌漂白剤

10 業者準備品 食器洗浄機用洗剤
食器洗浄機用洗

剤

SAmm製業務用ソホロン (同等品可)

年間予定使用量60個 (lヶ 2.8kg)

11 業者準備品 食器洗浄器具・卓上清掃用
消毒用アルコー

ル
洗浄後消毒、食卓・卓上品・ 椅子消毒

12 業者準′首品 卓上清掃用 タオル、布巾

13 業者準(壼品 卓上清掃用 タオル、布巾用

14 業者準備品 食堂・食器洗浄室清掃用 掃除機

15 業者準備品 食堂・食器洗浄室清掃用 ほうき

16 業者準備品 食堂・食器洗浄室清掃用 デッキブラシ

17 業者準備品 食堂・食器洗浄室清掃用 バケツ

18 業者準備品 水切り

業者準備品 食堂・食器洗浄室清掃用 モップ

20 官給品 デッキプラシ

21 官給品 トイレ用 トイレプラシ

22 官給品 トイレ用 トイレ用洗剤

23 官給品 厨房入日、 トイレ用
アルコール消毒

液

24 官給品 厨房入口、 トイレ用 手洗い石鹸液

25 官給品 厨房入口、 トイレ用 <-rs-, a)v

26 官給品 トイレ用
トイレットベー

パ ー

4

洗濯用洗剤

食堂・食器洗浄室清掃用

19

トイレ用



別紙第 4

作業完了届

検査官 殿

上記の件について仕様書のとおり完了しましたのでお届け致します。

令和  年  月  日

会  社  名

代 表 者 名

件 名 食器洗浄及び清掃作業部外委託

履 行 場 所 航空自衛隊松島基地

履 行 期 間 令和  年  月  日 令和  年  月  日

上記の件について確認 しました。

令和  年  月  日

階  級

氏   名

[

契 約 業 者 住 所
|

[

部 隊 名
|



回数

4月

日 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
平日(0) 休日,(0)

雇 曰 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 上 月 火 水 木 金

朝 ● 0 0 O O 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 O 0 0 O 0 0 ● ● 19

昼 0 0 0 0 O 0 O ● ● 0 O 0 0 O ● ● O 0 O 0 0 ● O O 0 O 0 ● ● 18 11

タ 0 ● 0 O 0 O 0 ● 0 0 0 O O O 0 0 O 0 0 O ● 0 O O O O ● ● 0 13 11

5月

日 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2, 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31
平 日(0) 休 日 (0)

曜 日 月 火 土 月 火 水 木 金 土
［
月 火 水 木 金 土

一月 火 水 木 金 土 月 火 水

朝 ● ● ● 0 ● 0 0 O O O 0 O ● O 0 O 0 0 0 O O 0 0 ● 0 0 O 18

昼 ● ● ● ● ● 0 ● O O O O 0 ● ● O O 0 0 ● ● 0 O O 0 O ● ● 0 0 O 17 13

タ ● 0 ● ● ● ● 0 O 0 O O 0 ● ● O O 0 O ● 0 O O 0 O 0 ● 0 0 0 O 17 13

6月

日 10 11 ,2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
平日(0) 休日(0)

曜 日 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 未 金 土
一方 火 水 木 金

朝 0 O ● O O O O O 0 0 O O O O 0 O 0 O O ● O O 0 O O 22

昼 0 O ● 0 O O O O 0 0 ● 0 O 0 0 ● 0 O 0 O O O ● 0 0 0 0 O 0 21

タ 0 0 ● ● 0 O O O O 0 ● 0 0 0 0 0 ● O O O O 0 0 ● 0 O 0 O 0 21

7月

日 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31
平日(0) 休日(0)

軍 曰 土 月 火 水 木 金 土
一月 火 水 木 金 土 火 水 木 金 土

Ｆ

¨
火 水 木 金 土 月

朝 ● 0 0 O O O ● O O O 0 O ● 0 0 O O ● 0 O O 0 O ● O 20

昼 ● 0 O 0 O O 0 ● ● 0 O 0 O ● ● ● 0 O 0 O ● ● 0 O 0 O 0 ● ● O 19 11

タ 0 ● O 0 O O O ● ● O O O O ● 0 ● 0 0 O O ● 0 O 0 O O 0 ● ● O 19 11

8月

曰 10 1, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 00 01
平日(0) 休日(0)

曜 F 火 水 木 金 土 月 火 水 木 土 月 火 水 木 金 土
曰

¨
火 水 木 金 土

Ｆ

¨
火 水 木

朝 O 0 0 0 0 0 ● 0 ● ● ● 0 0 0 O O O 0 O O O O 0 0 0 0 O 18

昼 O O 0 0 ● ● 0 ● 0 0 ● ● 0 O 0 0 O ● ● 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 17 13

タ 0 O 0 ● ● 0 ● 0 ● 0 0 ● O O 0 O 0 ● 0 O O O O 0 ● 0 0 0 O 16 13

9月

曰 10 11

'2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 27 28 29 30
平日(0) 休日(0)

雇 日 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 火 水 木 金 月 火 水 木 金 土

朝 O ● 0 O O 0 O 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 O 0 0 0 O O 0 20

昼 0 ● ● O 0 O 0 0 0 ● 0 0 0 0 0 ● ● O 0 0 0 ● ● 0 0 O 0 0 0 19 10

タ 0 ● ● O O 0 0 O ● ● O O O 0 ● ● 0 O 0 0 O ● ● 0 O O O O ● 19 ,0

10月

日 10 ,1 12 13
'4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 29 29 30 31
平日(0) 休日(0)

曜 E 月 火 水 木 金 土 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土
曰

¨
火 水 木 金 土 月 火

朝 ● 0 O O 0 O ● ● O 0 0 0 ● O O 0 0 O 0 O 0 0 0 ● 0 O 21

昼 ● 0 O 0 O 0 0 ● 0 0 0 O 0 ● 0 0 0 0 0 ● ● 0 0 0 0 O 0 ● 0 O 20 10

タ 0 O 0 0 O O ● ● 0 0 0 0 O 0 0 O O 0 0 ● ● O O 0 0 0 ● ● O O 20 10

11月

日 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
平 日(0) 休日(C)

理 日 水 木 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 金 土 月 火 水 木

朝 0 0 ● ● 0 0 O O 0 0 0 O 0 O O 0 O O ● 0 ● 0 0 O O 20

昼 0 0 ● ● 0 O 0 O 0 0 ● 0 O 0 O O ● ● 0 0 O ● O ● ● 0 0 0 O 19 10

タ O O ● 0 0 0 0 O 0 0 0 ● 0 0 0 0 ● 0 O O 0 0 0 ● ● O O O O 19 10

12月

日 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 27 23 29 30 31
平日(0) 休日(0)

曜 E 金 土
ｃ
た 火 水 木 金 土

｛月 火 水 木 金 土
Ｆ

¨
火 水 木 金 土

【月 火 水 木 金 土

朝 O ● O O 0 0 O 0 O O 0 0 0 O 0 O O 0 ● ● 0 0 0 ● ● ● 16 10

昼 O ● ● O O 0 0 O ● ● 0 0 O 0 ● ● O 0 0 0 0 0 ● 0 0 ● ● ● ● ● 15 15

タ 0 0 ● O O 0 0 O 0 ● 0 O 0 O 0 ● 0 0 O O 0 ● ● ● 0 ● 0 ● ● 14 15

1月

日 10 11 12 10 14 ,6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 00 31
平日(0) 休日(0)

雇 日 火 水 木 金 土 火 水 木 金 土
曰
＾ 火 水 木 金 土 月 火 水 未 金 土 月 火 水

朝 ● ● ● ● O ● ● 0 O O 0 ● 0 O O O 0 O 0 O O 0 ● 0 0 0 13

昼
一

0 0 ● 0 0 ● ● ● 0 O 0 O 0 ● 0 O 0 0 ● 0 0 0 0 O O ● ● 0 O O 17 13

タ 0 0 ● 0 O 0 ● ● 0 0 0 O 0 ● O O O O ● 0 O 0 O O 0 ● ● 0 0 O 17 13

2月

日 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29
平日(0) 休日(0)

曜 日 木 金 土 月 火 水 木 金 土 火 水 木 金 土 月 火 水 木 土 月 火 水 木

朝 0 O 0 O O O 0 0 ● 0 O O 0 0 0 O O O 0 0 0 O O 0 19

昼 0 0 ● 0 0 O O O O ● ● 0 O 0 O 0 0 O O 0 0 ● 0 0 O O 0 0 18 10

タ 0 O ● ● O O O O 0 ● ● 0 0 O O 0 0 O O 0 0 ● ● ● O O O 0 18 10

3月

日 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31
平日(0) 休 日 (0)

雇 自 金 土 月 火 水 木 金 土
曰

¨ 火 水 木 金 土 月 火 木 金 月 火 水 木 金 土

朝 0 ● O O 0 O 0 ● O O 0 0 O 0 O ● 0 O ● 0 O O 0 0 ● 20

昼 0 0 ● 0 0 O 0 ○ 0 ● O O O 0 0 ● O 0 ● O 0 ● 0 0 0 O 0 0 ● 0 19 1`

タ 0 ● ● 0 0 O 0 O ● 0 0 O 0 0 ● ● 0 O 0 0 O ● 0 0 0 0 O O 0 0 19 11

T

タ

食器洗浄作業予定日(令和5年度 )

歴亜工玉亘
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障
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